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Ⅱ－１ みんなで支える子育て社会づくり 

①子育てを支える環境の充実 

【現状と課題】 

本県の合計特殊出生率１）は、昭和 50 年頃から低下傾向であり、昭和 60 年頃か

らは全国平均を下回り、少子化の進行が見られます。一方で、保育所の整備が全

国的に見て遅れており、慢性的に入所待機児童２）を抱えています。 

核家族化の進展、地域社会の弱体化など、子育てを行う環境は大きく変化して

おり、出産や育児に対する負担や不安が増大しています。 

ゆとりをもって子どもを生み育てるためには、仕事と家庭が両立可能な働き方

ができる職場環境づくりが不可欠です。 

   また、児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき重要な課題であり、虐待の

発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまで、切れ

目のない総合的な支援が必要です。 

 
【取組の基本方向】 

保育所等の整備を促進するとともに、多様な保育ニーズに合ったきめ細かな保

育サービスの展開に取り組みます。 

 また、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、出産や育児に対する不

安を解消するため、地域社会全体で子育てを支援する体制づくりを進めます。 

   さらに、児童虐待の増加に対応するため、児童相談所等の相談・支援体制の強

化、市町村における要保護児童対策地域協議会３）の整備、県立児童福祉施設等の

充実を図ります。 
 
【主な取組】 

１ 待機児童の解消のための施設整備と保育環境の充実 

県内の保育所入所待機児童の早期解消と新たな保育需要への対応及びより

質の高い保育環境の整備のため、民間保育所の創設・増改築の促進を図るとと

もに、国の基準を超える保育士の充実を実現することにより、多様な保育ニー

ズにも対応します。 

   また、小学校就学後も引き続き放課後等の生活の場を確保するための放課後

児童クラブ４）など女性の就業率の高まりに応じて必要となるサービスについ

ても、計画的に拡大していきます。 
 

２ 子どもの医療費助成の充実 

   子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担を軽減するため、子どもの

医療費助成の充実を図ります。 
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３ 地域における子育て支援の体制の整備 

   子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備するた

め、地域における子育て支援拠点５）の設置を促進するとともに、子育て支援情

報の提供の充実を図ります。 

 
４ 要保護児童対策の充実・強化 

    児童虐待の増加に対応するため、東上総児童相談所に一時保護所６）を整備す

るなど、児童相談所の機能強化を図ります。 

    また、児童虐待に迅速に対応するためには、地域におけるネットワークづく

りが重要であることから、市町村に要保護児童対策地域協議会の設置を促進し

ます。 

 
５ 県立児童福祉施設の整備 

   増加する要保護児童の受け入れ体制の充実を図るため、県立児童福祉施設に

ついて、将来のあり方に関する外部有識者による提言等を踏まえ、総合的な検

討を行い、計画的な整備を推進します。 

 
６ 仕事と家庭が両立できる環境の整備 

    男性も女性も、充実した仕事をしながら、ゆとりを持って子育てができるよ

うに、ワーク・ライフ・バランス７）の推進を県民や企業に働きかけ、誰もが能

力を生かし働き続けられる職場環境の整備や働き方の見直しを推進します。 

また、育児等のために退職し、再就職を希望する女性に対して、一人ひとり

の状況に応じた就業支援を行います。 
 
【注】 

（１）合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計した値で、1人の女性が一生の間に生む

子どもの平均数を表します。 

（２）入所待機児童：保育所入所申し込みが提出されており、入所要件に該当しているが入所していない児童。（た

だし、既に保育所に入所していて転園希望が出ている場合、特定の保育所を希望し保護者の私的な理由で待

機している場合等は待機児童には含めない。） 
（３）要保護児童対策地域協議会：虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童を早期に発見し、適切な

支援を行うために、関係機関が情報を共有し、支援内容を協議するために設置されるものです。 

（４）放課後児童クラブ：保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね 10 歳未満の児

童（放課後児童）に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全

な育成を図るものです 

（５）地域における子育て支援拠点：育児相談や子育てサークルの支援を行うなど、子育て中の親子が集う場と

して、専任の職員を配置した地域の子育て支援の拠点であり、市町村が実施主体となって、保育所等におい

て事業が実施されています。子育ての負担感等の緩和を図り安心して子育て・子育ちができる環境を整備す

るため、地域における子育て支援拠点の設置を推進し、地域の実情に応じたきめ細やかな子育て支援サービ

スの提供を行うことにより、地域の子育て機能の充実を図っています。 

（６）一時保護所：児童福祉法に基づき、児童相談所に付設若しくは児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に

設置され、親の病気や虐待などで家庭での養育が困難となった子供たちを一時的に保護するための施設です。 

（７）ワーク・ライフ・バランス：やりがいのある仕事と充実した私生活のバランスをとりながら、個人が持っ

ている能力を最大限に発揮すること。人事戦略の一環として、この考え方を取り入れる企業が増えています。 
 


